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Ⅱ 利用に当たって 

１ 利用できる団体 

研修計画に基づいて、宿泊研修又は一日研修を行おうとする原則５人以上の団

体・グループ等で利用できます。 

(1) 幼児、児童生徒、学生及びその引率者・指導者 

(2) 子ども会等の青少年団体及びその他の社会教育関係団体 

(3) 家族、サークル等の自主的な研修団体 

(4) 企業等 

(5) その他所長が認めた者 

 

２ 利用できる日 

次の休所日を除いて、いつでも利用できます。 

(1) 毎月第１火曜日及び第３日曜日 

(2) １月１日から３日まで及び12月29日から31日まで 

 

３ 収容人数等 

(1) 宿舎：定員 324人（Ａ宿舎：100人 Ｂ宿舎：116人 Ｃ宿舎：108人） 

      ※ 最大定員 343人 詳細は、Ｐ24参照 

(2) キャンプ場：定員 310人 

(3) 食堂：168人 

 

４ 経費 

利用に当たっては、次の経費が必要です。 

(1) 施設使用料 

ア 原則無料です。ただし、次の場合は下記の使用料が必要です。 

(ｱ) 営利を目的とする法人若しくは個人又はこれらを構成員とする団体が主

催する研修に参加する者 

(ｲ) 18歳以上の者(高等学校に在籍する者及びセンターが主催する研修に参加

する者を除く。) 

区  分 
使 用 料 

支払方法 
単 位 金 額 

研 修 施 設 １研修につき１人 220円 
納付書による事前納付 

※申請書類確認後、納付書

が郵送されます。 

宿 泊 棟 １人１泊 1,190円 

キャンプ場 １人１泊 370円 

※ 施設使用料は、前納です。また、納入後は、返金できません。 
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イ 施設使用料の減免 

次の利用の場合は、施設使用料は免除になります。 

(ｱ) 障害者基本法に規定する障害者及びその介護者 

(ｲ) 県内に設置されている小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別

支援学校が主催する研修の引率者 

(ｳ) 県が主催する事業に参加する者 

(ｴ) その他、特に適当と認めるもの 

例：県内に設置されている幼稚園、保育園（所）、認定こども園の運動会、遠

足、お泊まり保育等の引率者 

詳細及び手続きについては、利用申込時に確認してください。 

(2) シーツ代 

宿泊研修を行う場合に必要です。 

区  分 内   容 金額 支払方法 

本 館 泊 シーツ２枚、枕カバー１枚 550円  当日の現金払い 

または後日振込 

※手数料は払込人負担 キャンプ場泊 シーツ１枚 220円 

※ 本館、キャンプ場共に宿泊する場合、それぞれ必要になります。 

(3) 食事代 

食堂を利用する時や野外炊事を行う場合は、食事代が必要です。 

なお、食物アレルギーについては、食物アレルギー個票（Ｐ.12記入例参照）に

従って対応します。食材の変更等の対応については、食堂と事前に相談してくだ

さい。 

ア 食堂メニュー 

区  分 朝 食 昼 食 夕 食 計 支払方法 

お子様メニュー 
※ 小学校３年生以下、５人以上の利用に限る 

400円 550円 660円 1,610円 

後日振込 

※手数料は 

払込人負担 

小 学 生 480円 670円 760円 1,910円 

中 学 生 以 上 500円 690円 790円 1,980円 

スポーツ団体向けメニュー 
（普通食より量が多め） 

650円 890円 1,040円 2,580円 

※ 弁当（昼食のみ対応）やスポーツ団体向けメニューを注文する場合は、事

前に御相談ください。 
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イ 野外炊事メニュー 

メニュー 小学生以下 中学生以上 支払方法 

朝

食 

和食（ご飯、味噌汁、卵焼き、味付け

のり） 
 430円   450円 

後日振込 

※手数料は 

払込人負担 

洋食（食パン、ジャム、ゼリー、ジュー

ス、スティックチーズ） 
 430円  450円 

カレーライス（ゼリー・ジュース)  620円  640円 

炊き込みご飯・豚汁  620円  640円 

バーベキュー（ご飯付き） 応相談 

※ 野外炊事は、別に薪代（１人１回につき５円）が必要です。 

※ バーベキューは、木炭が必要です。持参若しくは、当センターで購入する

ことができます（価格 ６kg：1,300円）。 

※ 食事代は、退所後に、業者の指定口座への振込となります。また、振込手

数料は、払込人負担（利用者負担）となります。 

 

食堂連絡先 ＜委託業者：伊田食品（株）＞ 

食 堂：ＴＥＬ・ＦＡＸ    (099)294-3706 

伊田食品（株）：ＴＥＬ       (099)257-3737 

(4) 活動費 

ア 文化創作活動（クラフト）費 

イ キャンプファイヤー代   一団体１回300円 

※ 活動費の支払方法は、利用当日の現金払いか、後日振込（手数料は払込人負担）となります。 

活動名 経費  活動名 経費  活動名 経費 

森
の
ク
ラ
フ
ト 

どんぐりごま 10円  
堆朱工芸 

「ぬりばし」 
280円  マルチスタンド 90円 

木の葉のしおり 20円  パラシュート 50円  七

宝

焼

き 

ペンダント 600円 

どんぐり人形 50円  年輪ネックレス 50円  ストラップ 600円 

木の実・木の枝
ｽﾄﾗｯﾌﾟ（簡易） 

40円  スーパー竹とんぼ 30円  キーホルダー 600円 

ミニリース 80円  竹ばし 20円  
青少研の知恵の板

（厚紙） 
40円 

自然素材 
モビール 

20円  切り絵 130円  青少研の知恵の板 

（板） 
70円 

昆虫クラフト 50円  焼き板 230円  森の伝言板 200円 

陶芸Ａ（500g） 400円  ベニヤパズル 180円  木ネジクラフト 50円 

陶芸Ａ（１kg） 800円  勾玉 470円  
ロープワークブレ
スレット 

100円 

陶芸Ｂ 300円  桜島の灰絵（へえー） 30円  

 
プラホビー  80円  

桜島の灰絵（へえー）

カラー 
60円  
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５ 申込みの手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 利用人数や活動プログラム、食事数、食物アレルギー対応等の変更がある場合は、すぐに

御連絡ください。 

利用が決定した団体は、ホームページから申請書類（Excel形式）をダウンロードし、

作成してください。 

 
申請書類がダウンロードできない場合は、電話でお問い合わせください。 
申請書類には、以下のものがあります。利用の状況に応じて、作成してください。 

 

申請書類の作成 

HP https://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html 

まず電話(099)294-2111 でお問い合わせください。 
その際、団体名、期日、予定人数、研修目的、研修内容及び研修場所、代表者名、

連絡先等をお聞きします。いただいた情報をもとに、他団体の利用状況等を確認しま

す。 
利用に当たって配慮や支援が必要な場合は、お気軽に御相談ください。 

電話での問合せ 

予約状況を確認後、利用の可否についてセンターから連絡します。 

利用についての回答 

来所または電話で、研修計画の立て方や研修内容、活動プログラムの展開、配慮事

項、班編成等の相談に応じます。また、施設見学や活動場所の下見もできます。来所さ

れる場合は、事前に電話で予約をしてからお越しください。 
活動プログラムの内容等については、Ｐ.16「活動プログラム」をご覧ください。 

団体で作成した日程表等があれば、併せて提出してください。 
  メール ytcken@pref.kagoshima.lg.jp 
 ※ 申請書類は利用の 15 日前までに必着です。締切厳守でお願いします。 

申請書類の提出 

１ヶ月前 

＊ 要提出…使用許可申請書、研修日程計画書、名簿 

＊ 必要により提出…使用料免除（減額）申請書、食事申込書、食物アレルギー

個票提出者一覧表、食物アレルギー個票（該当者のみ） 

施設使用料が発生する場合は、納付書を郵送します。入所前までに金融機関等で納

付を済ませ、領収書を団体で保管してください。 
※ 納付書で納めるのは、施設使用料のみです。シーツ代及び文化創作活動（クラフ

ト）費、食事代は、別途、利用当日に現金での精算か、退所後に金融機関での振込

となります。 

施設使用料の振込 

施設使用料を納付した団体は、領収書を持参し、所員に御提示ください。 

利用当日 

入所前まで 

入所 

15 日前 

https://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html
mailto:ytcken@pref.kagoshima.lg.jp
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６ 使用許可申請書等の記入・提出について 

(1) 提出する申請書等について 
○ 使用許可申請書（第１号様式） 
○ 使用料免除（減額）申請書（第３号様式） 
○ 研修計画日程書 
○ 名簿 
＜食堂利用を伴う場合は、以下の書類も併せて提出してください。＞ 
○ 食事申込書 
○ 食物アレルギー個票提出者一覧表 
○ 食物アレルギー個票（該当者がいる場合のみ） 

     

 (2)  申請書提出後の人数変更について 
○ 人数変更があった場合は、その都度連絡をしてください。 
○ 食事数の変更は、直接食堂（直通：099-294-3706、伊田食品：099-257-3737）

に連絡してください。（土日祝日を除く利用日３日前まで） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
土
日
祝
日
を
除
く
） 

利
用
日
３
日
前 

利用開始日 

※ 食事数減については、土日祝日を除く利用日３日前に連絡すれば、食事代は

発生しません。 

食事数の変更可 食事数の変更不可 
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７ 申請書類の記入例 

⑴  使用許可申請書（第１・３号様式） 

○ 申請年月日、申請者（団体）欄及び太線の枠内のみ記入してください。 

○ 所定のエクセルファイルを使用すると、第３号様式に反映されます。 

○ 学校の行事等で利用する場合は、学校長名で申請してください。 

○ 入所及び退所時刻は、原則として午前９時から午後４時までの間です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 申請書類は、当センターホームページからダウンロードできます。 
URL https://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index.html 

 申請者は研修に関する責任者

の職・氏名を記入する。 

 例）園長、代表、会長等 

 センターとの直接連絡者（担当

者）を記入する。 

 納付書送付先が「所在地」と同

じ場合は「同上」、異なる場合は

送付先住所を記入する。 

 参加者全員（引率者・講師等

も含む）の人数を記入する。 

学校等の引率者は「育成関係

者」、25才以上の成人は「その他」

の欄に記入する。 

ただし、企業等の場合は、年齢

に関わらず全て「その他」の欄

に記入する。 

 宿泊者全員（引率者・講師等も

含む）を記入する。 

・ 貸出を希望する設備・用具
等（P.39参照）を記入する。 

・ また、利用に当たって配慮
や支援が必要な場合は電話で
事前に相談の上、記入する。 

・ 国内に住所を有しない外国
人の場合、名簿の備考欄に国
籍・パスポート番号を記入す
る。 

https://www.pref.kagoshima.jp/kikan/seisyouken/index
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⑵ 研修日程計画書 

○ 活動プログラム（Ｐ.16～Ｐ.21）を参考に、具体的内容を記入してください。

人数及びグループ数を必ず記入してください。 

 ○ 食堂に弁当を注文する場合（昼食のみ）は、「食堂注文」を選択した上で、事前

に食堂に御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宿泊研修の場

合は、入所時に

「出会いのつど

い 」「 オ リ エ ン

テーション」（30

分程度）を、退所

時に「別れのつど

い」（10分程度）を

必ず入力する。 

 センターへ

指導（補助）の

依頼を希望す

る場合には○

印を記入する。 

 活動プログラム（Ｐ.16

～Ｐ.21）を参考に、具体

的内容を記入する。野外

協力ゲームや野外炊事

等、グループで活動する

プログラムについては、

人数及びグループ数を必

ず入力する。 

 野外での活動を

計画したときは、

雨天（荒天）プロ

グラム（レクリ

エーションや文化

創作活動等、室内

で活動できるも

の）を必ず計画す

る。 

 食堂利用の場合

は、「食堂注文」、野

外炊事で材料を注文

する場合は「食材依

頼」、弁当を持ってく

る場合は、「弁当持

参」をと選択する。 
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⑶ 名簿 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏名は、18才以上の

方のみ記入する。（た

だし，高校生は除く。） 

 備考には、職等（指導

者、育成会会長、保護

者、講師等）、宿泊の有

無などを記入する。ま

た、国内に住所を有し

ない外国人の場合、国

籍、パスポート番号の

記入をする。 

 使用料の欄には、何

も記入しない。  

 18才以下の幼児・児

童生徒については、備

考欄に区分（幼児、小

学生、高校生等）ごと

の人数を記入する。

（名簿に氏名を書く

必要なし） 
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⑷ 食事申込書  ※ 食堂を利用する団体のみ提出 

○ 「研修日程計画書」（Ｐ.８参照）の食事数と同一になるよう記入してくださ   

い。（「小学生以下」と「中学生以上」の区分を間違えないでください。） 

○ 弁当注文やお子様メニューの注文については、備考欄に記入してください。 

 なお、弁当注文は受取希望時刻を必ず記入してください。 

○ 小・中の内訳の総数が注文数と一致しているか確認してください。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「小・中別」の数を記入す

る。 

 注文数は、「研修日程計画

書」で記入した数字が表示

されている。  

変更する場合は、「研修日

程表」の数を変更する。 

 野外炊事の場合は、メ

ニューを必ず記入する。 

請求書の送付先住所と氏

名を必ず記入する。 

 食事数に増減がある場

合は、土日祝日を除く利用

日３日前までに直接食堂

に連絡すること（連絡がな

い場合は、団体側の負担に

なる）。 

 野外炊事の場合は、班の

人数構成を必ず記入する

（１グループは８～12人で

構成）。 

 利用形態を必ず選択す

る。 
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⑸ 食物アレルギー個票提出者一覧表  ※ 食堂を利用する団体のみ提出 

○ 食物アレルギー対応についての詳細や食物アレルギーの対象者の状況変更、

対象者の増減等については、食堂と入念に打合せをしてください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 食物アレルギー個票を提出した方の名前とエピペン所

持の有無を記入する。    

 なお、対象者がいない場合も氏名欄に「該当者なし」と

記入し、食事申込書と一緒に提出する。 
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⑹ 食物アレルギー個票（記入例）  ※ 食堂を利用する団体のみ提出 

○ 食物アレルギー個票は、保護者又は本人（18 歳以上）が記入し、提出してく  

ださい。 

○ 該当する利用者（または保護者）と確実に連絡が取れるように、緊急連絡先

を正確に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「好き嫌い」「宗教上の理

由」については、対象外とな

る。  

 食物アレルギー個票は、

本人又は保護者が記入す

る。 

対象食材が複数ある場合

には、食材ごとにアレル

ギーの程度（対応）、エピペ

ン所持の有無について，食

したときに表れる症状等に

ついて記入する。 


